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昭
和
四
十
七
年
の
日
中
共
同
声
明
で
は
、
台
湾
の
位
置
付
け
に
つ
い
て
、
「
中
華
人
民
共
和
国
政
府
は
、
台
湾
が
中
華
人
民

共
和
国
の
領
土
の
不
可
分
の
一
部
で
あ
る
こ
と
を
重
ね
て
表
明
す
る
。
日
本
国
政
府
は
、
こ
の
中
華
人
民
共
和
国
政
府
の
立
場

を
十
分
理
解
し
、
尊
重
し
、
ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
第
八
項
に
基
づ
く
立
場
を
堅
持
す
る
。
」
と
さ
れ
て
い
る
。 

 

ま
た
、
国
会
で
は
こ
れ
ま
で
、
「
中
華
人
民
共
和
国
政
府
と
台
湾
と
の
間
の
対
立
の
問
題
は
、
基
本
的
に
は
、
中
国
の
国
内

問
題
で
あ
る
」
（
昭
和
四
十
七
年
十
一
月
八
日
衆
議
院
予
算
委
員
会
・
大
平
外
務
大
臣
）
、
「
我
が
国
は
日
中
共
同
声
明
に
お

い
て
、
中
華
人
民
共
和
国
政
府
を
中
国
の
唯
一
の
合
法
政
府
と
し
て
承
認
を
し
、
台
湾
が
中
華
人
民
共
和
国
の
領
土
の
不
可
分

の
一
部
で
あ
る
と
の
中
華
人
民
共
和
国
政
府
の
立
場
を
十
分
理
解
し
尊
重
す
る
旨
を
表
明
い
た
し
て
お
り
ま
す
。
こ
の
よ
う
な

基
本
的
立
場
は
不
変
で
あ
り
、
い
わ
ゆ
る
二
つ
の
中
国
あ
る
い
は
台
湾
独
立
を
支
持
す
る
考
え
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
」
（
平
成
九

年
十
二
月
二
日
衆
議
院
本
会
議
・
橋
本
総
理
大
臣
）
、
「
台
湾
独
立
も
支
持
し
な
い
と
い
う
原
則
に
基
づ
い
て
い
る
」
（
平
成

十
七
年
三
月
二
十
五
日
衆
議
院
安
全
保
障
委
員
会
・
町
村
外
務
大
臣
）
と
の
答
弁
も
あ
る
。
こ
れ
ら
を
踏
ま
え
、
以
下
質
問
す

る
。 

一 

中
華
人
民
共
和
国
政
府
が
自
ら
の
立
場
に
つ
い
て
表
明
し
、
こ
れ
に
対
し
日
本
政
府
が
「
十
分
理
解
し
、
尊
重
し
、
ポ
ツ



 

２ 

 

ダ
ム
宣
言
第
八
項
に
基
づ
く
立
場
を
堅
持
す
る
」
と
述
べ
た
日
中
共
同
声
明
は
、
台
湾
が
中
国
の
領
土
の
不
可
分
の
一
部
で

あ
る
と
い
う
、
い
わ
ゆ
る
「
一
つ
の
中
国
」
を
日
本
政
府
が
認
め
た
も
の
で
あ
る
と
の
認
識
は
正
し
い
か
。
正
し
く
な
い
の

で
あ
れ
ば
、
日
本
政
府
が
「
一
つ
の
中
国
」
を
認
め
な
い
理
由
は
何
か
。 

二 

中
華
人
民
共
和
国
が
台
湾
に
対
し
武
力
の
行
使
を
行
っ
た
場
合
、
政
府
は
、
そ
れ
が
内
戦
、
国
際
紛
争
の
い
ず
れ
に
該
当

す
る
と
認
識
し
て
い
る
か
。 

三 

台
湾
と
中
華
人
民
共
和
国
の
間
の
武
力
紛
争
に
米
国
が
参
戦
す
る
場
合
、
そ
の
行
動
の
国
際
法
上
の
根
拠
は
何
か
。
集
団

的
自
衛
権
か
、
個
別
的
自
衛
権
か
。 

 
 

な
お
、
米
国
の
台
湾
関
係
法
は
国
際
法
上
の
合
法
性
の
根
拠
に
な
ら
な
い
と
考
え
る
が
、
こ
の
点
に
つ
い
て
も
答
弁
さ
れ

た
い
。 

四 

一
般
に
、
日
本
有
事
と
い
う
場
合
、
武
力
攻
撃
事
態
、
存
立
危
機
事
態
、
重
要
影
響
事
態
な
ど
の
事
態
が
こ
れ
に
該
当
す

る
と
考
え
ら
れ
る
。
事
態
の
認
定
は
様
々
な
状
況
を
踏
ま
え
て
個
別
具
体
的
に
な
さ
れ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、
岸
田
政
権

は
、
台
湾
有
事
が
日
本
有
事
と
な
る
可
能
性
が
あ
る
と
認
識
し
て
い
る
か
。 

 

右
質
問
す
る
。 


